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We performed a retrospective analysis of 394 patients who were treated for active tu-
berculosis (TB) at our hospital from 1976 to 1997. We had started early BCG vaccination 

campaign in Osaka Prefecture from 1995 and the coverage of BCG vaccination in infants 

rose up to about 90%. From that experience, we studied the current situations and mea-

sures on prevention and treatment of childhood tuberculosis. Pulmonary TB in children is 

successfully treated with 6-month standard short-course chemotherapy using isoniazid, 

rifampin, and pyrazinamide daily for 2 months, followed by isoniazid and rifampin daily 

for 4 months. Prognosis of childhood tuberculous meningitis (TBM) is poor, early diag-

nosis and prevention of TBM is important. In order to promote TB control and eliminate 

childhood TB, especially in infants, the following is necessary ;1) early detection and 
treatment of adult TB patients, source of infection,2) prompt and appropriate contact 

examination and chemoprophylaxis,3) BCG vaccination during early infancy,4) protec-

tion from MDR-TB are most important.
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1.は じ め に

わが国の小児結核 の減少 は著 しいが,近 年小児 に とっ

て親 の世代 である若年成 人での結核患者 の減少 は鈍化 し

てお り,さ らに一 昨年,全 結核 患者 数が38年 ぶ りに前

年 と比 して上昇が見 られたことは,小 児 にとって感染機
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会が順調 に減少 してい るとはい えず,油 断はで きない状

況であ る1)。 実際に結核 性髄 膜炎 な どの重 症 な小児 結

核児 はい まだ に後 を絶 ってい ない。一方で,医 療者の結

核 に対す る関心の低下が大 き く,不 適切 な診断,治 療 を

生み,小 児結核への関心 を喚起す る必要性が高 くなって

い る。 わが国で は,結 核 は鑑別診断上 まだ まだ重要な疾

患であ る。治療 に関 して は,肺 結核では国際的 に短期化

学療法が確立 され,わ が国 において も普及 して きてい る

が,小 児 において はい まだ不十分であ る。 さらに,乳 幼

児結核 に対 して,髄 膜炎の予防,BCG接 種 の時 期 や技

術評価,化 学予防の徹底,接 触者検診の強化な ど単 に臨

床的努力だけで な く,行 政的取 り組み を必要 とす ること

が多い。本稿で は,当 科で診療 した結核児症例 と大阪 に

お ける小児結核根絶 に向 けた行政 との共同の取 り組み を

含めて 「小児結核の予防 と治療 に関す る現状 と課題」 に

ついて報告す る。

II.小 児結核の特徴

小児結核 は初感染 に引 き続いて発症す る一次結核 症で

あ り,感 染後発病が早期で,発 病率が高 く,重 症化 しや

すい などの特徴2)3)が あ り,成 人結核の二次結核症 とは

基本的 に大 き く異 なる発生病態 を持つ。

したが って,小 児結核の特徴 を踏 まえた治療,予 防策

が必要 となる(表1)。 さらに,小 児結核患者の存 在 は,

その地域 にお ける結核の感染 ・発病の連鎖がい まだ断 ち

切れてい ない ことを示 してお り,小 児結核発生 をいか に

防 ぐか を考 えることは,単 に小児の問題だ けにとどまら

ず,当 該地域の結核問題全体の予防策 を樹立す るうえで

大 きな意義 を持 ってい る。それ故 に,小 児結核の問題 は

「保健問題の見張 り役」(米 国結核根絶戦略計画4)),「 成

人結核 の対策の効果 を示す鏡」(大 森5))と い われ てお

り,当 該地域での結核問題全体の予防策 を樹立す るうえ

で大い に活用すべ きであ る。

III.小 児肺結核の短期治療

われ われ は小児肺結核 に対 して,ヒ ドラジ ド(INH),

リファンピシン(RFP)を 基軸 に した9カ 月 治療 を実

施 し,当 科の井上 ら6)は 小児 に も短期 化学 療法 が適 用

で きることを示 した。

一 方で
,現 在 で は,INH,RFP,ピ ラ ジ ナ ミ ド

(PZA)を 用い た小児肺結核の6カ 月治療が,小 児科 領

域 にお いて も世界の標準的化学療 法 とな ってい る7)～9)

(表2)。 そ こで 当科 において も1992年 か ら,小 児肺結核

の 治療 法 と して 初 期2カ 月 のINH(8～10mg/kg/

day(最 大400mg/day)分1),RFP(10mg/kg/day

(最大450mg/day)分1),PZA(30mg/kg/day(最

大1.2g/day)分2)の3者 連 日,残 り4カ 月 のINH,

表1小 児結核(初 期結核)の 特徴

①乳 幼児結核 が多 い。

②発 病率が高い。

③ 早期 に発 病する。

④ リンパ行性,血 行性 に,全 身 に進展 拡大 しやす い

(髄膜 炎,粟 粒結核 な ど)。

⑤発 病 して も,初 期 は症状 が ほ とん どない 。症 状が

出現すれば,重 症である こ とが多 い(検 診発 見が

大切)。

⑥ 家族内感染 が多い(家 族検診 の徹底 が重要)。

⑦ 乳幼児ではBCG接 種 率が極 め て低 い(esp.乳 児

期 早期のBCG接 種 が必要)。

⑧ ほ とん ど発病予防可能であ る(本 来 は,公 衆 衛生

学上"0"が 目標 でなければな らない)。

⑨小 児結核 患者は,保 健 問題 の見 張 り役 で あ る(成

人感染源に,有 効な対 策が とられて い ない,現 実

に対する問題提 起)。

RFP連 日の6カ 月治療 を開始 した10)11)。 なお,耐 性

が疑われ るときには,耐 性検査結 果判 明まで初期 にス ト

レプ トマイ シ ン(SM)(20mg/kg/day(最 大0.75g/

day)1回 注 射)か エ タ ンブ トール(EB)(15mg/kg/

day(最 大0.75g/day)分1)を 併 用 してい る。 また,

治療終了後は原則 として2年 間観 察 した。

現在 まで に治療 を行 った症例は初期肺 結核症,慢 性肺

結核 症,結 核 性胸 膜炎の43例 であ るが,80%以 上 治療

を完了で きてい る。 また,治 療 完了者で全例治癒 を認め,

現在 まで全例再発は認めていない。治療 脱落者 の中には

薬剤耐性,転 医,治 療中断等が存在 し,耐 性 と治療継続

へのサポー トな どの配慮が必要である。治療 中の副作 用

で は肝機能障害があるが,GOTも し くはGPTの 最 高

値が100前 後であれば治療 を中断せずに慎 重に継続 投 与

とし,そ れ以上であれば治療 をいったん中止 して,肝 機

能の正常化 を確 認 した うえで,少 量か ら漸増 しなが ら再

投与 を試みてい る。われわれの経験では,治 療 変更を必

要 とした肝機能障害は7%で あった。 また,血 清尿 酸値

の上昇が認め られ るが,全 例治療 継続にて正常化 し,関

節痛 を認めた者は存在 しなか った。

PZAを 加 えた6カ 月治療 群 とINH,RFPを 主軸 と

す る9カ 月治療群 との成績の比較では,治 療 完了率,治

療終了後の再発,治 療変更 を必要 とした肝機 能障害は両

群でそん色なか った12)。

また,米 国のStarkeら は,1500例 を超 える小児 肺結

核での治療経験 をレビュー し 「PZAを 加 えた小児 肺 結

核6カ 月治療は治療成功率は97%以 上であ り,2年 間の

観察で99%に 再発 を認めなか った」 と報告 している13)。
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表2米 国小児科学会感染症委員会の勧告

1.(感 性菌)肺 結核 には2HRZ7/4HR70r2。

耐性菌頻度 の少 ない地域で は9HR(1HR7/8HR2Or9HR7)。

2.コ ンプライアンスが悪 いときは監視投薬(間 欠投与)。

3.肺 門 リンパ節結核 は肺結核 と同 じだが,6HRで 十分 。XP正 常化 しな くて も中止

で きる。

4.肺 外結核 も肺結核 と同 じ。 ただ し骨関節結核,全 身播種結核,結 核性 髄膜炎 に は6

カ月治療 のデータは不十分,結 核性髄膜炎 には2SHRZ7/10HR70r2。

5.菌 の薬剤感受性情報 を本人 または感染源か ら積極的 に得 る。耐性菌感染が疑われる

ときは初期 にSま たはEを 追加。

6.HIV感 染者で は9カ 月以上の治療。

7.小 児で は副作用が少 な く,ル ーチ ンの血算,肝 機能検査,尿 酸検 査は不 要 だが月1

回の診察が必要。粟粒結核,結 核性髄膜炎では副作用が多いか ら定期検 査が必要。

8.化 学予防 には9H,H耐 性 では9R。

9.VB6は 低 栄養児,母 乳児,妊 娠女性 には併用 。

10.結 核性髄膜炎で コルチ コス テロイ ドを併用,胸 膜炎,心 嚢炎,重 症粟粒 結核 で も時

にコルチ コス テロイ ドを併用。

(注)HR70r2と はHRを 連 日投与 もしくは週2回 の間欠投与いず れで もよい ことを示 してい る。

表3排 菌と感染源の証明

初 期 肺 結 核 症 慢 性 肺 結 核 症

(一 次 結 核 症)(二 次 結 核 症)

症 例 数83名73名

感 染 源 有74(89.2%)47(64.4%)

不 明9(10.8%)26(35.6%)

塗 抹(+)3(3.6%)18(24.6%)

排 菌 塗 抹(-)培 養(+)24(28.9%)18(24.6%)

(-)56(67.5%)37(50.8%)

十分 な臨床的観察 と生化学 的検 査 を実 施す れ ば,PZA

を加 えた小児肺結核6カ 月治療は小 児で も安全に投 与が

可能であ ると考 える。

短期化学療法では,治 療の 目標 は従 来の胸 部X線 写

真 によって確認 される病理形態学的治癒ではな く細 菌学

的治癒であ る。 したがって,排 菌の有無並 びに菌の薬剤

感受性の確 認が治療上重要である。小児 の肺結核 では,

痰 または 胃液の検査 を確 実に実施すれば,わ れわれの経

験 では,表3の ように初 期肺 結核 症 で32.5%,慢 性肺

結核症で49.2%に 菌 を証明 で きる。小 児 にお いて も,

治療 に先立ち菌の分離に必要な検体 を得 る よう努力 しな

ければな らない。一方,分 離 される菌量 が少ないこ とが

多 く,そ のために薬剤 耐性検査 には間接法が必要 とな り,

結果の判明 までに時間 を要する ことが多い。 したがって,

排菌 陰性 の症例 は もとより,排 菌 陽性 の症例 において も

感染源 の菌 の感受性 についての情報 を可及 的早期 に入手

する よう努力 しなければな らない。特 に初期肺結核症で

は,表3の ように89.2%と 高率 に感 染源 を特 定 で きる

のである。さ らに,PCR法 のような迅速 診 断法 を用 い

るこ とによ り,多 くの症例 で細菌学 的評価 を可能 とす る

こ とがで きる と考 える14)15)。また,排 菌 陰性 の症例 で

は,実 際 には治療効果 を赤沈,発 熱 などの炎症所見 と胸

部X線 所見 の軽快 を基準 に して判定す ることとなるが,

感性菌 であるこ とを確認す れば,お お むね上述の治療方

針 で進 める と,治 療終了時 に残存 した胸 部X線 所 見 も

その後軽快す る ものである11)。
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IV.結 核性髄膜炎 の治療 と予防

RFPの 導入 による抗結核化学療法 の進 歩 に よって本

症 の死亡率 は改 善 したが,後 遺症 を残 さず に治癒す る率

は,過 去 に比べ て決 して改 善 した とはいえない。われわ

れが経験 した28症 例 では,0歳,1歳 で16例 と過半数 を

占め,ま た,BCG未 接 種者 は26例(93%)で あ った

(表4)。 さらに,28例 中8例(29%)に 中枢神経後遺症

を残 し,5例(18%)が 死亡 していた。

本症 の予後 に大 きく影響 するのは,診 断時の病気 であ

り,早 期診 断が重要 である。1期(前 駆期)に 診 断され

た症例 は全例後遺症 を残 さず に治癒 して いた が,皿 期

(広範な麻痺 と昏 睡)で 診 断された症 例 は死亡 や 中枢神

経後 遺症 がほ とん どであった。1期 には本症 に特異 的な

症状 はな く,症 状 のみか ら診 断するこ とは困難 であ り,

本症 の早期診 断のためには,乳 幼児 の結核 では髄膜刺激

症状 の有無 にかかわ らず髄 液検査 を実施 すべ きである。

また,結 核患者発 見時には,患 者 と接触 のあった小児 に

迅速に接触者検診 を実施 し,適 切 に対応 するこ とが必要

である。

早期発見 に もまして強調 されるべ きこ とは予 防を重視

する ことである。BCGは 本症 に対 する予 防効 果 が極 め

て大 きく16)17),現 状 は表4の よ うに28例 中26例(93

%)がBCG未 接種者 であ り,BCGに よる発 病予 防 が

不 十分であった。 したがって,初 回BCG接 種 は生 後3

カ月か らの乳児期 早期接種 が必要である。

治療 では,表2の ごとく,米 国小児科学会 感染症委員

会の勧 告は,INH,RFP,PZA,SMの4剤 併 用療 法

2カ 月,そ の後INH,RFP10カ 月,合 計12カ 月の 治

療 を勧 めている。われわれ も原則 的に この方式を採用 し,

4剤 に よる初期 治療期 間 を2カ 月,ま たは髄液細胞 数が

30/mm3以 下 に改善 の,い ずれ か長 い方 に してい る。

また,抗 結核 治療 だけでな く,脳 室シ ャン トな ど脳機 能

保護治療 を積極 的に併用 すべ きである。 しか し,結 核専

門病院で しか治療 で きない現状 の体 制には矛盾が多い。

表4髄 膜 炎28例 の ま とめ('76～'97年)

年齢:2カ 月～11歳(平 均2.4歳)男/女=1.0

ッ反:(-)1(±)3(+)6(2+)14(3+)2

BCG接 種 歴:無26有2

結核 菌の証明:髄 液8胃 液10喀 痰4無7

診断時の病期:I期8II期9III期11

合併 した結核:粟 粒 結核12初 期肺 結核 症11

予後:中 枢 神経後遺症8死 亡5治 癒15

推定感染源:有16不 明12

特 に,結 核性髄膜炎や重篤 な基礎疾患 を持つ結核児の治

療 は,「結核病棟」で は極めて 困難 なこ とが多 く,治 療

の質 の向上,経 済性 を考慮 し,ま た,医 療者の教育上の

配慮 も兼 ねて,一 般総合病 院に空調 を独立 させた感染症

病室 を設置 し,感 染防止策 を徹底 したうえで治療す るこ

とが最適 であ る と考 えてい る。

V.小 児結核の予防

1.BCG

当科 で診療 した結 核 患 者394例 の検 討 で は全 体 の

BCG接 種率 は34.0%,年 齢別BCG接 種 率 は5歳 以下

の乳幼児 では14%と 低 く,と りわけ0歳 で は5%と 極

端 に低 く,結 核未感染者に対する発病予防が不十分であっ

た12)。

結核性髄膜炎 防止上 の観点 からも,初 回BCGは 乳 児

期 に早期接種 されなけれ ばな らな いが,1992年 の 大阪

府下調査で は0歳 代 のBCG接 種率は68.1%で あった18)。

そこで,わ れわれは大 阪府 におい て,初 回BCGの 乳児

期早期接種 に向けて,大 阪府等 の行政 と大阪府医師会の

5者 共 同による初 回BCG早 期接種 キャンペ ーン を1995

年 か ら開始 した。啓発 ポスター と親 向けチ ラシを大阪府

下 の約3,000の 医療機 関に配布 し,医 療機 関啓発 の 講演

会 な どが積極 的に実施 された。効果 は今後 に待 たねばな

らないが,1996年 の府下 の0歳 代 のBCG接 種 率が約

90%と 約22%増 加 したこ と(図)は,行 政介 入 の影響

力 の大 きさを示す ものであ り注 目される。

2.化 学予 防

結核既 感染者 に対 する発病予 防には化学予 防が行 われ

る。予 防投薬 に よるINHの 有効性 は大規 模 な対照 試験

に よれば結核発病 を約50～60%減 少 させ る とい われ て

いる19)～21)。

化学予 防適応者 選択 の基準 として当科 での使用基準22)

(表5)と 厚生省 の基準23)(表6)を 示す 。いず れ もッ反

の強 さだけでな く,感 染機会,BCG接 種 歴 を配慮 して

選択 している点で共 通であるが,当 科基準 は化学予 防の

機会 を失 うこ とを極力少 な くしよ うとしているのに対 し

て,厚 生省 基準 は不要 な化学予 防を極力少 な くしよう と

している ところに差 が存在 する。いず れに して も,化 学

予 防の実施 にあたっては,各 症例 ご とに,ッ 反 の大 きさ

だけに とどま らず,感 染機会,年 齢,BCG接 種 状 況 を

参 考に し,発 病 の危 険を具体 的に評価 してい く,個 別 的

で柔軟 な判 断が必要 である。小児結核児 のッ反 の発赤径

は,初 期肺結核症 では成 人型肺結核症 より有意に小さく,

結核児 の ッ反 を判定す る うえで配慮 され なければ な ら

ず22),実 際 に厚生省基準 を機械的 に小児 結核 患者 に適

用する と,BCG歴 な し ・接触歴 あ り群 以外 で は,小 児
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図 乳児BCG早 期接種 キ ャンペー ン

表5化 学予防試案(羽 曳野病院小児科)

(注1)INHは10mg/kg朝1回 投 与 とする。

(注2)感 染源 とは2年 以 内に治療 を必要 と した接触結核患者 を意味す る。

(注3)ツ ベルク リン反応接種 部位をカルテに明記 する。

(注4)感 染源あ りでは全例,感 染源な しではBCG接 種 以外 の者はX線 写真 が必要 。

(注5)肝 機能は投与前,投 与開始後2週,以 後2カ 月ご とにチェ ックする。

(注6)(INH)終 了後 のfollowは6カ 月,18カ 月後 とする。
*乳 幼児でBCG針 痕が ない例で はBCG接 種歴 なしとして扱 う。

結核 患者の うち約40～50%が 見過 ごされ る こと となる

といわれてい る22)24)。

3.接 触者検診

小児結核の予防の うえで,結 核患者発見時の迅速で徹

底 した接触者検診 は,感 染小児 を早期 に発見 し,発 病 を

未然 に防 ぐ意味で重 要である。小児 を扱 う接触者検診 の

目標 は,感 染小児 の発 見 ・適切 な化学予 防実施 に よる発

病予防が第1の 目標 になるべ きである。

乳幼児では,感 染 源か ら感染 を受け,早 期 に発病 する

ため,感 染源発見時の即刻 の一次検 診 と2カ 月 目の二次

検診の2本 立て検 診が必要である。すなわち,一 次検 診
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表6新 しい(初)の適用基準(厚 生省)

上 を29歳 まで について適用す る。ただ し,高 校生年齢以上では集団

感染が疑 われ る場合 を原則 とす る。

時 には 「対象児 は感染源 か らの感染暴露 によってすで に

発病 しているか もしれない｣と いう早期の発病の判定 を

目的 に,二 次検診時 には 「感染源か らの最終的 な感染の

有無 の判定」 を 目的 と して実施す る必要があ る。

小児結核児の 中で発病予防が可能 と考 えられた症例が

30.5%存 在す る22)。小児で は,い った ん発 病 して しま

えば,重 症の髄膜炎や粟粒結核 に至 ることが少 なくなく,

接触者検診の重点 を感染小児の早期発見,化 学予防指導

に置か な くて はならない。

4.耐 性菌感染防御の必要性

当科では近年,慢 性持続排菌例の親か ら感染 した多剤

耐性菌 による髄膜炎 をは じめ初回耐性例が少なか らず見

られ22),小 児が耐性患 者か ら確 実 に耐性 菌 に よる感染

を受け発病 してお り,小 児 を耐性 菌感染 か ら防御 する対

策が早急に必要である。 この点では,小 児 医療 関係者 だ

けでな く,感 染 源 となる成人医療 関係者へ の啓発 が重要

である。

VI.ま と め

い まだ,結 核 はわが国最大 の感染症 であ り,一 般抗生

剤 が反応不 良の感染症 を診療 した場合,鑑 別診 断上忘 れ

てはな らない疾患 として重要 である。この原則が理解 さ

れていなかったために,多 くの患児 が不要な検査や治療,

痛 みを背負 わされている現状 は重 く受 け止 めなければな

らない。短期化学療法 の発展 によ り,小 児 にお い て も6

カ月治療 が標準 になっている。結核性髄膜炎 はいまだ予

後不 良の疾患 であ り.早 期診 断 とともに予防が重視 され

なければな らない。今後,小 児結核対策 は強化 されなけ

ればな らないが,特 に乳幼児 の発病 防止 は重要 な問題で

あ り,BCGの 可及的早期接種 と結核患者発 見後 の 迅速

で徹底 した接触者検診 によ り,感 染小児 を早期発見 し,

発病 を防止す ることが急務で ある。 また,以 上のことは,

単 に臨床 的努力 だけで は達成不可能 なことが多 く,行 政

的取 り組み を必要 とする ことが少な ぐない.
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第74回 総会ミニシンポジウム

医療関係者の結核院内感染予防対策

-看 護の立場から-

座長 山下 武子(結 核予防会結核研究所)

The 74th Annual Meeting Mini Symposium

PREVENTION FROM NOSOCOMIAL TRANSMISSION OF TUBERCULOSIS

 AMONG HEALTH CARE WORKERS

- Point of View from Nurses-

Chairperson: *Takeko YAMASHITA

*Research Institute of Tuberculosis
, Japan Anti-Tuberculosis Association

Symposium Topics and  Presenters:

1.Tuberculosis cases among nurses—Report from TB surveillance-

Yuko YAMAUCHI (The Research Institute of Tuberculosis Association)

2.Report of nosocomial transmission of tuberculosis among nurses in the hospital

-Situation among nurses in a general hospital

- Avako KANESHIRO (Nakagami Hosnital in Okinawa)

3.Report of nosocomial transmission of tuberculosis among nurses in the hospital 

-Situation among public health nurses in a prefecture-

 Kaori FUNAHASHI (Aichi Prefectural Government)

4.Current situation of tuberculosis control education in nurse education courses in

 schools
 Keiko KOKUBU (Fukui Prefectural University College of Nursing)

5.Additional comment: Post graduate training course for public health nurses about 

tuberculosis

 Noriko KOBAYASHI (The Research Institute of Tuberculosis Association)
5.Suggestion

 Toru MORI (The Research Institute of Tuberculosis Association)

 The 73rd Annual Meeting Symposium was held in April, 1998, and there the  report 

based on the nation-wide survey showed the close relationship between tuberculosis diag-

nosis among in-hospital workers and tuberculosis nosocomial transmission control. Ac-

cording to the research by Dr. Shishido, the incidence of tuberculosis to nurses in

*〒204-8533東 京 都 清 瀬 市 松 山3-1-24 *3-1-24
, Matsuyama, Kiyose-shi, Tokyo 204-8533

 Japan.

 (Received 13 Sep.1999)
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hospitals, where there are tuberculosis wards, was 66.2, which is obviously much higher 

than the nation-wide average; 35.7. Moreover, the age group of those nurses was in their

 20s and 30s. Also, in a regular hospital, tuberculosis incidence among nurses was 28.9. 

The age group of the nurses is 65% in their 20's, and 16.3% in their 30's.

Tuberculosis new cases have been getting older year by year. In fact, 56.3% of smear-posi-

tive cases who were registered as tuberculosis cases in 1997 were over 60 years old. There-

fore, tuberculosis diagnosis check should be done to all elder patients, especially when 

then cough, at the first examination. Also, increase of the number of elderly smear-posi-

tive cases requires emphasis on tuberculosis control from the perspective of nurses. This 

tuberculosis control should be focused on, especially, prevention of nosocomial transmis-

sion between nurses and patients, and/or among patients.

Studies presented in this mini symposium was as follow:

(1)Comparison of tuberculosis incidence between women in general and nurses (1987-1997)

.(2)Nosocomial tuberculosis transmission cases to nurses at a general hospital.

(3)Nosocomial tuberculosis transmission cases to nurses in Aichi prefecture.

(4)Nation-wide survey at public health nurse courses-the number of classes and cur-
riculum of the study on tuberculosis control education-

(5)Current situation of follow-up training for public health nurses on tuberculosis con-
trol education.

National Annual Report (1987-1997) and several cases indicate that the incidence of tu-

berculosis among nurses in more common than women in general. This tendency is not 

applied only in tuberculosis specialized hospitals but also in general hospitals.

We emphasize that nurses should understand they are at rest in terms of tuberculosis 

transmission, therefore, they should involve tuberculosis control more actively.

From the perspective of doctors, Dr. Mori, the advisor, suggested strongly that all 

medical institutes and facilities unite and deal with tuberculosis control/nosocomial 

transmission.

Key words: Nosocomial transmission, Gen-

eral hospital, Tuberculosis ward, In-hospi-

tal worker, Follow-up training

キーワーズ:院 内感染,一 般病 院,結 核病 棟,病

院職員,再 教育

シンポジス ト

1.看 護婦の結核発病 ― 結核の発生動向調査から―

山内 祐子(結 核研究所)

2.看 護婦の結核院内感染事例報告 ― 病院の立場から―

兼城 綾子(沖 縄県中頭病院)

3.看 護婦の結核院内感染事例報告 ― 県の立場から―

船橋香織里(愛 知県衛生部保健予防課)

4.看 護教育における結核対策教育の実態

国分 恵子(福 井県立大学看護短期大学)

5.追 加発言― 保健婦の結核対策再教育の現状 ―

小林 典子(結 核研究所)

5.助 言

森 享(結 核研究所)
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第73回 日本結核病学会(1998年4月)で"結 核 の院

内感染"と いうテーマでシンポジウムが持 たれ,病 院 に

おける職員 の結核発病 の実態 と院 内感染対策 に関す る全

国調査結果が 明らか にされ た。そ れによると,結 核病床

を有す る病 院の看護婦 の結核 罹患 率 は66.2と わが 国の

罹患率35.7に 比べ て明 らか に高い 。看 護婦 の年 齢別 発

病数 を見 ると20歳 代か ら30歳 代 に集 中 していた。一方,

一般病 院にお いても
,28.9の 罹患率 を示 している。また,

看護婦の年齢別発病者の割合では,20歳 代 が65%,30歳 代

が16.3%と,若 年看護婦に集中 していることが分かった1)。

結核の新発生患者 は,年 々高齢化 してお り,1997年 に

登録 された患者の うち,塗 抹 陽性 患者 の56.3%が60歳

以上であ った。高齢者の塗抹陽性患者の増加は,高 齢者

の受診 に際 し,咳 症状のあ る者 については結核 の検 査実

施の徹底や,未 感染者の多い看護i婦への感染防止や施設

内集団感染の予防等,新 た な対策の強化が,特 に看護者

側か らの視点で,い っそ う必要であ る。

各演者か ら次の ような研究成果が発表 された。

(1)一 般女性 と看護婦 の結核 罹 患率 の比 較(1987～

1997年)

(2)一 般病院 におけ る看護婦 の結核 院内感染 事例

(3)愛 知県 における看護婦の結核 院内感染事 例

(4>看 護教 育施設における 「結核対 策教 育」について

時間数 と内容に関する全国調査

(5)結 核 対策再教 育の現状

結核 専門病院,一 般病院 を問わず,看 護職は一般女性

よ り結核 罹患率は高い ことが,事 例 報告 と発生動 向調査

か ら明 らか にされた。 この事実 を看護職は 「自分 たちの

問題である」 と認識 して,院 内感染対 策に積極 的にかか

わ ってい く視 点が必要ではないか と,看 護婦 に向けて問

題提起がな された。

また,助 言者の森 亨先生 か らは,医 療 関係者 が組織 的

に取 り組 んでい く必 要性 が強調 された。
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対象と方法
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て,一 般女性 と看 護職の結核罹患率 について年齢 階級別

に比較 をした。

看 護婦 人口は,1年 置 きに提 出される医療従 事者 の就

業届 けか ら看護婦 ・准看護婦 ・保健婦 ・助産婦数 を加算

して算 出 した。 また,届 け出のない年 の値 はその前後 の

2年 の平均値 に よって推定 した。

看護婦 の結核患者 数については,発 生動 向調査年報報

告 の職業 区分 が 「看護婦 ・保健婦 ・保母等」 という分類

となっているため,こ れか ら保母 の結核患者数 を差 し引

く必要 があった。このため,ま ず,1990年 の国勢 調査

による保母 と看護婦 の年齢 階級別人 口の比 を各年次 に対

して適用 し,こ れ と先 に求 めた年齢階級別看護婦人 口か

ら保母 人口を求 めた。次 に保母 の年齢階級別肺結核罹患

率 は一般女性 のそれに等 しいと仮定 して,毎 年の年報報

告 の女性年齢 階級別肺結核罹患率 を保母人 口に掛 け合 わ

せ て保母結核患者数 を推定 した。そ してこれ を年報報告

の 「看護婦 ・保健婦 ・保母等」 の患者数か ら差 し引いた

ものを看護婦患者数 とした。この値 を先 の看護婦人 口で

割 った ものを看護婦罹患率 と し,こ れを総人 口女性罹患

率 と比較 し,相 対危険度 を求 めた。

結 果

1987年 か ら1997年 の11年 間 を通 して15歳 か ら69歳

までの看護婦 につい て,年 齢階級別 に,一 般女性罹患率

を1と した看護職の 結核発 病 の相対 危 険度 とそ の95%

信頼 区間を見 てみ た(図1)。 全 年齢 で は,看 護 職 の罹

患率 は一般女性の2.3倍 を示 し,明 らか に1を 有意 に超

えてい た。これはすで に発表 されてい る愛知県,大 阪府,

沖縄県 による調査,看 護職 の結核発病 の相対危 険度2.05

～2 .65倍 と一致 した1)～3)。

年齢階級別相対危険度で は,20～29歳 は3.3倍,30歳

代 は2.6倍,40歳 代 は2.2倍,50歳 代で1.7倍 と,年 齢 と

ともに減少 して はい るが50歳 代 まで は一般 女性 よ りは

有意 に高 く,60歳 代で一般 女性 並 み にな ってい る。 未

感染者の多い若年年齢階級ほ ど職業上の感染曝露の影響

を受けやすい ことが示唆 された。

次 に20歳 未満の看護婦 につ いて,総 人 口女性 罹患 率

を1と した結核発病 の相対 危険 度 とそ の95%信 頼 区間

を各年 ごとに見た(図2)。 この年 齢 の看護婦 数 は看 護
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図1看 護婦の結核発病の相対危険度(総 人口女性罹患率=1と して;1987～1997年)

図220歳 未満の看護婦 の結核発病 の相対危 険度(総 人口女性罹患率=1と して;1987～1997年)

図3看 護婦 の結核発病 の相対危 険度:年 次推移(総 人 口女性罹患率=1と して;1987～1997年)
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婦 人口全体 の0.6%に も達 していないので,信 頼 区間の

幅 も広 い とはいえ,ど の年 で見 て も一般女性 に比 して明

らかに有意 に高罹患率 であ り,11年 間の相対 危 険度 が

13.7倍 とい う著 しく大 きな危険度で あることは注 目に値

す る。

また,看 護職 の結核発病相対危険度の年次推移 を見て

みた。1987年 の2.1か ら1997年 の2.8ま で徐 々に相対 危

険度 は上昇傾 向にあるこ とが分 か った(図3)。 これ は

近年 問題 とされている結核 院内感染 の事例 の増加傾向 と

一致す る所見 と考 え られる
。

結 語

看護婦 は一般 の女性 よ りも結核罹患率が高 く,そ れが

職業上の感染曝露 によるものであ ることは明 らかである。

この ような犠牲 をで きるだけ小 さい もの にするために,

院内感染予防の系統的な措置 を早急に行 う必要がある。

文 献

1) 五 十 里 明: 医 療 従 事 者 か ら結核 発 病 。 結 核. 1985;

 60: 551-552.

2) 愛知県衛生部: 愛知県結核 管理事業資料. 1997.

3) 井戸武実, 加納栄三, 高松 勇: 大阪府下での医療

従事者新登録患者調査. 結核. 1997; 72: 371.

2.看 護婦の結核院内感染事例報告 ―病院の立場から―

沖縄県中頭病院 兼城 綾子

は じ め に

結核 は過去の病気で はない とい われ,保 健所主催の研

修 を定期 的に企画 され てい る当院で,平 成6年 か ら8年

にかけて職員7人 が感染 を受 ける集団発生があ った。 こ

れを受 けて結核 院内感染マニ ュアル を作成す ることがで

きた。ここで は集 団感染事例の経緯お よびマニ ュアル作

成 につい て,看 護婦の視点で まとめ報告す る。

当院の概要

病床数326床 の一般病院,外 来患 者 数 は1日 約1,000

人,平 均在 院日数13～14日,ベ ッ ド稼働 率95%の 急 性

期医療 を担 う病 院と して地域 に存在 してい る。

集 団発生があ った病棟 は,病 床数58床,職 員 数31人

のE病 棟で,主 な診療科 は眼科,整 形外科,泌 尿 器科,

内科であ る。当時,看 護体制 はチー ムナー シング方式 を

とってい た。

発生の経過

1994年2月,定 期 検 診 でE病 棟 の看 護婦2人(症 例1・

症 例2)が 結 核 に感 染 して い る こ とが 分 か っ た 。 症 例1

はbIII2,ガ フキ-1号,咳2カ 月 間 で,症 例2はbIII1,

塗 抹(培 養)陰 性,咳0.5カ 月 間 で あ っ た 。

保健所の呼 び掛 けで院内代表者 と対策会議が持たれ,

保健所か ら感染源の可能性のある患者 をさかのぼって リ

ス トアップ し,E病 棟 に関係 した職員の移動状況調査 を

す るよう指示 された。調査の結果,1993年11月 に発 熱

精査 目的で14日 間入院 した患者A(65歳,女 性)が 粟

粒結核 と診断 され,結 核専 門病院に転 院 していた ことが

分か った。患者AはDM,SLE,ル ープス 腎炎 で プ レ

ドニ ン療法 を受けていた。入院期 間中呼吸器症状 はな く,

検尿で結核菌塗抹陽性 が判明,ネ ブ ライザー使用後 吸引

採取 した喀痰は塗抹陽性,骨 髄か らも結核 菌が検 出 され

ていた。

第1回 目の定期外検 診は,E病 棟 の35歳 未満 の看護

婦16人 と同病棟 患者の主治医10人 にツベ ルク リ ン反応

検査 を実施 した。その結果,患 者Aお よび症例1と の

接触 日数,過 去のBCG歴,家 族歴な どを判 断に,化 学

予防対象者16人 が選定 された 。化 学予 防 を始め る にあ

た り,E病 棟 全体への説明会,予 防内服者個 人へ の説明

会 を,感 染症対 策委員会の責任者である呼吸器医師が行っ

た。

その後6カ 月 ごとに定期外検 診,お よび症状 出現 時検

診 によって,患 者の早 期発 見に努める方針 が示 された。

1カ 月経過 した ころか ら,化 学 予防対象者 の中 に服 薬 中

断者が出始めたために,当 院担 当医師,病 棟婦長,保 健

所 保健婦 が個人指導 を実施 した。

1994年10月,第2回 定期外検診 で,患 者Aと 接 触が

ない30歳 以上の職員 で非化 学予 防群 か ら事例3の 発病

患 者が確 認 された。第3回 定期外検診 で化学予 防群 か ら

内服 中断の時期 がある事例4が 発病,1995年6月 には

病棟 医療事務 で,患 者Aと 直接接触 はない30歳 以 上 の

非化 学予 防群 か ら事例5が 発病 した。この事例5は,第

2回,第3回 定期外検診 は産休,育 児休 暇中のた め受 け

ていなかった。

1995年7月 患者Bが 入院。当初 か ら肺 結核 も念 頭 に
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表 定期外健康診断の概要1)

置 き,個 室対応,看 護婦 も感染予防 を意識 してマス クを

着用 した。患者Bの 喀痰検査 は2週 間陰性 で あ ったの

で隔離 を解除 し,6人 部屋 に移動 した。その後 ガ フキー

5号 と判明 した(bIII2,Pl)。1996年2月,第6回 定 期

外検診で事例6と 事例7が 発見 された。事例6は 第1回

定期外検診で予防内服 対象 者群 で あ り,事 例7は 患 者

A,事 例1,事 例2,と 接触 はないため,患 者Bか らの

感染 と考 えられ る。事例7は1995年4月E病 棟 就職 時

ツ反16×16mmで あ った。

その後,第7回,第8回 定期外検診で患者発見はな く,

一連の集団発生の定期外 検診 は1997年3月 に終 了 と し

た(表)1)。

結核院内感染マニ ュアルの作 成

1995年10月,集 団発生経過の 中で 「結 核 院内 感染 マ

ニ ュアル」 を作 成 した。そ こには,結 核 菌の生物学,疫

学,感 染の基礎 知識,集 団発生,定 期外検診 についての

知識 に始 まり,院 内感染 予防対 策 として,「 うつ らない,

うつ さない」 を合い言葉に 日常の予防対 策 と患者発生 時

の対応 について2つ の柱 が立て られた。

(1)日 常の予防対 策について検討 し,(1)結 核 の知識 を

深めるための院内,院 外研修,マ ニュアル配布 。(2)

定期検 診の徹底,入 職 時のツベルク リン反応検査実

施,陰 性 者へ のBCG接 種,定 期検診受診状況確認。

(3)N-95マ スクの着用,外 来採痰室 の設 置等 を取 り

決めた。

(2)結 核患者発生 時の定期外検診 の対応 につ いては,

(1)感染対 策委員へ の報告 と役割 の明確化,(2)化 学予

防の利用 と服薬者 の継続管理 のサ ポー ト,(3)個室管

理 中の病室環境管理方法 な どにつ いて取 り決 めた。

マニュアルが作成 されて3年 目になるが,内 科病棟や

集団発生 を体験 したE病 棟 の関心 は研修 の効果 も加わっ

て高ま りつつある。 しか し,マ ニュアルが生か され るた

めには,日 常 の予 防環境 の調査 と同時 に院内患者発生状

況 の報告 を定期 的に実施 し,結 核 に対す る意識 を高めて

い く必要が ある。

お わ り に

今後 も結核患者発生 はあるであ ろう環境での集団発生

を防 ぐためには,(1)医 療従事者の結核 についての基本的
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な研修,② 感染性が疑 われ る患者 に対す る検査や隔離実

施の手順作成 と定期見直 し,③ 結核発病状況の院内連絡.

監視体制,④ ッベ ルクリン反応検査 を含めた職員の健康

管理 の徹底 などを基本 に取 り組 んでい きたい。

今 回事例 を報告す るにあ た り,職 員の動揺 に対 しての

対応 と院外 に知 られ ることで病院利用患者への影響が 出

ないか不安 を持 ちつつ対応 してい たと院内担当者が心境

を語って くれた。管轄保健所 の所 長,保 健婦が一つ一つ

サポー トして頂 いたお陰で乗 り切 れた と思 う。保健所 と

病院の信頼関係.連 携 が不 可欠である ことを強調 したい。

文 献

1) 仲 宗 根 正: 医 療従 事者 の結核. 結核. 1999; 74: 389―

395.

3. 看護婦の結核院内感染事例報告 ― 県の立場から―

愛知県衛生部保健予防課 船橋香織里

は じ め に

愛知県立病 院で起 こった看護婦 の結核 院内感染事例 に

ついて,当 県 の結核患者管理 に基づ いて報告 をす る。

愛知 県では結核予 防法第5条 に基づ く定期外検診 を重

視 し,名 古屋市 を除 く県下各保健所 で実施す る定期外検

診 にかかわる情報 および結 果につ いて,県 衛生部保健予

防課に報告 する ことになっている。県 は結核集 団感染 の

サーベイ ランス を行 うと同時に,都 道府県 をまたいで情

報提供 が必要 な場合 な どの関係機 関の調整 も行 っている

(図1)。

また,集 団生活 を営 む乳幼児,学 童,生 徒,学 生,教

職員,保 母,医 療従事 者,福 祉施 設職員,塾 等 の教 師,

同一集団か ら結核患 者が2人 以上登録 された場合,特 殊

な結核 発病,排 菌状 況,排 菌量等 か ら必要 と認めた もの,

については,結 核 患者発生時には定期外検診を実施する.

しないにかかわ らず,県 様式の調査 票(図2)で 県 に報

告す ることにな っている。 また,感 染 源が不 明のマル初

について も報告する ことになっている。

看護婦の結核発病率

愛知県で は,平 成6年 か ら平成9年 の4年 間に看護婦

の結核発病で63人 の登録 があ り,こ れ を,平 成8年 末

の就業調査か ら,名 古屋市 を除 く県下看護婦数 を年齢階

級別 に推計 し検討 した。その結果,各 年齢階級別 に女子

人 口全体 と看護婦で発病率 を比 較 して み る と,40歳 代

で3.31倍 と最 も高 く,次 いで20歳 代 で3.07倍,30歳 代

で1.94倍 であった。全体 で も2.0倍 と看護婦 の発 病率 は

高 く,看 護婦 はハ イリス クであ ることが うかが えた。沖

縄県,大 阪府 と同様 に,一 般女性 に比べて2倍 以上の罹

患率であ り,50歳 未満 の若 い層 か らの発病 が多 い傾 向

にあるこ とが分 かる(図3)。 これ ら63人 の 内訳 は,結

核 の家族歴 あ りは3人,8人 は結核病棟勤務歴あ り,ま

た,9人 は過去 に排菌患者 との接触が あった。そ こで,

結核感染防止対策の徹底 を図 る必要があ ることか ら,平

成10年3月 に結核 院内感染 マ ニ ュアル を作成 し,愛 知

県医師会 の協力の もと,全 医師会 に配布 した。

県立病院における看護婦の結核発病事例

平成10年6月,病 院の定期 健康 診 断(年2回 実 施)

で看護婦2人 が結核 を発見 された。 同年7月,有 症状受

診 で看護婦1人 が結核性胸膜炎 と診断 され た。この3人

は看護研究 グループが一緒で あ り,3人 とも平成9年2月

か ら平成10年3月 末 まで結核 病棟 に勤務 してい た こと

が分 かった。保健所 の接触者検診 と調査で,感 染源 とな

り得 る者 はないこ とか ら院内感 染が 疑 われ た(表)(3

人の看護婦 の詳細 につ いては当学会要望 課題 で発 表)。

病 院を所轄 する保健所 では病 院職員 の健康管理体制,結

核 感染 防止対策状況 について調査 および定期外検診 を実

施 した。県では 「県立病 院院内感染 プロジェク トチーム」

を設置 し,今 後 の対策 を検討 した。定期外検診結果 は職

員検診終 了直後 であったため,ッ ベルク リン反応検査 を

実施 した。その結 果,職 員9人 と看護学生4人 の予 防内

服 者 を出 したが,発 病者 はなかった。病 院におけるこれ

までの結核予 防対 策については,院 内感染 マニュアルの

整備,防 止対 策委員会 の設置,職 員 の研修 お よび年2回

の定期検 診な どいずれ も実施 されていた。また,職 員 の

勤務場所 については,新 規採 用者,ツ ベルク リン反応検

査 陰性者の結核 病棟 勤務 を避けるな どの配慮 をしていた。

マス クの着用は,結 核 病棟 では以前か らサージカルマス

クを着用 していた。 しか しなが ら,採 用時のツベルク リ

ン反応検 査は希 望者が中心で義務づけがなされていなかっ

た り,そ の記載方法が正確 でなかった りしたため,再 度

健康管理体制 を見直す必要性 が出た。そ こで病院職員等

の結核 検診のあ り方 について再度 検討 した(図4)。 結

核予防委員会勧 告 に基づ き,2段 階の ツベル ク リン反 応

検査 を採用 し,医 師,看 護婦,臨 床検査技師は義務づけ,

その他の職員 は必要 に応 じて実施 胸部 レン トゲ ン撮影
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図1結 核管理 フローチ ャー ト(保 健婦の役割 を中心 に)

検査 は,従 来通 り年2回 とす ること とし,2年 連続 して

BCG接 種 して もなおツベ ルクリン反応検査 が 陰性 の者

につ いては原則 的に結核病棟勤務 を避 けるなどを決め,

現在,職 員の健康管理 を統括す る部署へ提言す ることと

な って い る。

ま と め

今回の経験は,職 員の健康管理体制を再度見直す機会
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図3看 護婦の結核発病リスク

表 県立病院看護婦(結 核患者)の 経過

(定期外検診結果)

(1)接 触者の範囲選定

①看護婦A.B.Cの 所属す る病棟 に勤務す る職員

②看護婦A.B.Cに 共通す る看護研究 グループ

③平成10年1月 以降同病院で実習した看護学生

(2)実 施方法

胸 部X-P:定 期検 診(胸 部S-P)で は3人 を除 く全員 異常

な しのため,6カ 月後 に実施

ツベルク リン反応検査:強 陽性者 を除 く関係職員

(3)結 果(平 成11年2月 現在)

予防内服者 職 員9名

看 護学生4名

現在 の ところ新 たな発病 者はいない
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注1)こ の場合 の採用 時 とは新規.中 途 にかかわらず該 当す ることとす る。

ただ し,結 核の既往のある者,ツ ベル クリン反応検査強陽性者の うち検 査成 績書 等 で確

認で きる者は,ツ ベル クリン反応検査 を省 くことがで きる もの とする。

注2)異 動により結核病棟勤務になった場合は,強 陽性者を除きッ反応検査を実施。

注3)ツ ベルクリ ン反応検査 の測定結果 の記載 につ いては,次 の通 りとす る。

注4)2年 連続 BCG 接種 してもなお,ッ ベ ルクリン反応検査 の陰性者 は結核病棟勤務 を原則 避

け る。

注5)医 師,看 護婦,臨 床検査技 師は必須 と し,そ の他 の職員 につ いては必要 に応 じ実施。

図4病 院職員等の結核検診のあり方(案)

となった。 また,公 立病院であ った ことか ら,そ の後の

対応 は県内で注 目され,他 の病院か らい くつか問い合 わ

せが見 られ,結 核院内感染対策のモデル となるべ き体制

が とれ るようにしてい く必要がある と感 じた。 また,所

轄 した保健所 にとって は,こ れ を機会 に管内の医療関係

者 を対象 と した 「結核予防対策連絡会議」 を開催 し,結

核 に対す る意識 を高揚 させる きっかけ となっ た。 また,

3人 の看護婦の住所 地が異なったため,当 初,保 健 所相

互の情報交換 を密にする必要があった。 この事例 では病

院 を所 轄する保健所 が中心 とな り,積 極 的に対応 して頂

いた ことに より,ス ムーズに対 策 を進めることがで きた。

最 後に この事例 を まとめるにあた り,県 立病院をはじめ,

保 健所 関係職員 の皆様 に ご協 力 を頂 いた ことを深謝 しま

す。
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4.看 護教育における結核対策教育の実態

福井県立大学看護短期大学 国分 恵子

は じ め に

近年結核の現状 は,集 団感染の多発 と医療関係者,特

に看護職の感染危険率の増加等,こ れ まで順調 に好転 し

て きた結核が,関 係者の努力 にもかかわ らず,そ の状況

に陰 りが見 え始め ている。加 えて,平 成8年 度 に改正 さ

れた国の保健婦基礎教育 カリキュラムは各養成機関の裁

量 に任 され,結 核保健指導 に関す る教育 は大幅 に時間数

が減少 してい るなどの情報 もあ るがその実態 は明 らかで

ない。

このような状況か ら,時 代の要請 にこた えることがで

きる結核保健指導技術者の力量形成 を目標 に,今 後,卒

前卒後 の保健婦教育のあ り方 について検討す るため,保

健婦の養成機関 にお ける結核対策教育の実態を調査 した。

今 回はその 中か ら,① 結核保健指導教育 に要 してい る授

業時間数,お よび地域実習での結核体験必須の有無 とそ

の内容,② 保健婦学生への結核予 防対 策(ッ 反.BCG

接種)の 有無,③ 結核保健指導教育に対する教員の意見.

要望 について報告す る。

対象と方法

(1)平 成10年4月 現在の全国保健婦養成機関127機 関

を対象 と した。その内訳は4年 制大学61校(48.0%),

1年 制養成所41校(32.2%),短 期大 学専 攻科21校

(6.5%),4年 制養成所が4校(3.1%)の 順 で,4年

制大学が約半数弱 を占めてい る(表1)。

(2)ア ンケ ー ト用紙 を127校 に郵送 し回収す る方法 を

とった。 アンケ ー トの 回収率 は全体で65.4%,1年

制養成所 は90.0%と 最 も高 く,大 学は47.5%と 低 く,

その差 に2倍 近い開 きが見 られた。1年 制養 成所 の

結核教育 にお ける関心の高 さが うかがわれた(表2)。

調 査結 果

I.結 核保健指導教育の状況 について

(1)結 核保健指導教育授業時間数 は5～9時 間(32.0

%)が 最 も高 く,次 いで0～4時 間(26.9%)で あ

り,全 体 の84.5%は14時 間以下であ った。養成機 関

種類別の平均授業時間数で は,4年 制養成所 が平 均

14.5時 間,1年 制が9.8時 間,短 期大 学7.8時 間,大

学6.5時 間 と大学 の時間数が最 も低 い状 況 であ った

(表3)。4年 制教育機関で は,大 学,養 成所 を問わ

ず,4年 間の一貫 した カリキュラムが組 まれて い る

ため,保 健指導のための教育時間 として カウン トが

困難であった。 これ ら授 業時間割 りの調査 について

は再度改めて調査 し直す必要がある と思われる。

(2)地 域(臨 地)実 習に 「結核 業務」 を必須項 目に入

れてい る機関は23校 で全体 の27.7%で あ る。4年

制養成所は2校 の回答中1校 であ り,信 頼 度が低 い

ことを考える と,短 期 大学専 攻科 が40.0%,1年 制

養成所が37.8%と4割 近 くが 実習 に 「結核 業務 」

を体験 させていた。 しか し,大 学 では6.9%と 低 く,

授業時間の少な さとも合わせて,4年 制大 学 にお け

る 「結核 教育」が手薄になっている状態 であるこ と

が明 らか となった(表4)。 地域 実習に 「結 核業 務」

を必須項 目としている23校 の業務 内容 は,家 庭 訪

問が69.5%,患 者管理が21.7%,健 康相 談 が13.0%

の順であった(表5)。

(3)「 結核教 育」 をどの授 業科 目に入 れているかを見

ると,① 地域看 護学活動論 に75.4%と 最 も多 く,②

疫学.保 健統計が11.4%,③ その他,微 生物学.病

理学.健 康管理論.生 物学的環境論.学 校保健 な ど

に入 ってお り,学 校 に よってはかな り細切れであ り,

教 員 自身 も全体像 が把 握で きていない所 が多 く,特

に大学ではそれが顕著 であった(表6)。

(4)「 結核授 業」を担 当 している教員 の職種 は,① 保

健婦 と医師が全体 の99.2%を 占めていた。また,保

健婦は54.7%が 学内講師,医 師は96.3%が 外部講 師

であ った(表7)。

表1保 健婦 養成機 関の種類 別設置数1998(平 成10)年

表2ア ンケー ト回収状況
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表3保 健婦教育機関の種類別結核教育授業時間数

表4地 域(臨 地)実 習 にお ける 「結核 業務 」必須の有無

表5地 域実習における主たる必須科目

表6授 業科目の配分状況

表7「 結核教育」の授業担当職種と所属の別

1.保 健婦学生 に対す る結核予 防対策 の

実施状況 につ いて

保健婦学生 のッベ ルクリン反応検査,BCG接 種 の確

認 は 「確認 を している」 と答 えた機関 は32.5%と 極めて

低 い。4年 制 の機関で は年1回 の健康診断 を実施 してお

り,卒 業 まで に4回 の機会があ るにもかかわ らず,大 学

は34.5%し か確認で きてい ない。保健婦教育機関の短期

大学や1年 制養成所で も,そ れぞれ20.0%,32.4%と 非

常 に低い(表8)。 しか し,教 育 現場 で は,① 地 域看 護

だけで な く,臨 床実習 に出る前の学生への結核教 育 と同

時 に,ツ ベル クリン反応検査 やBCG接 種 も検討 しなけ

ればな らない(大 学)。② 臨地実習をす るにあ た り,感

染 症(結 核,B型.C型 肝 炎, HIV,検 便)に 関す る

検査 が終了 していなければ実習に行 けない ように してい

る(大 学)。③ 短大生 のみ対象 で専攻科 は除外 されたが,

実施 を学校 に要 求 している(短 期大学)。 と必 要性 を感
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表8保 健婦学生に対する結核予防対策の実施状況

じ,そ の対策 に努力 を してい る教員 も見 られた。

III.現 場教員の意見.要 望

保健婦養成機 関にお ける 「結核教育」の実態 について,

教員 に自由記載 で答 えて もらったので以下 に報告す る。

(1)結 核教育 の現状

① 「結核」 という設定 の授業科 目はな く,各 々の授

業担 当教官 が感染症指導 として実施 している(大 学)。

② 「結核教育」 のためのま とまった時 間が十分取 れ

ない(大 学)。

③1つ の授業科 目としてはない。「地域看護活動論」,

「保健福祉行政論」 の科 目の中で触 れ てい る(養 成

所)。

④ 看 護学生 時代 に結核 についてほ とん ど触 れないま

ま(も ちろん,結 核患者 を受け持 った経験 のないま

ま)進 学 して くる学生 が多い(養 成所)。

⑤(学 校)の 設置主体 が市 町村 で,主 に市町村 保健

婦 養成 目的であ り,教 育内容 も結核 に関する内容 は

希薄(養 成所)。

⑥ 短い実習期間中に訪問指導の場に同伴するなどの

体験が得難い(養 成所)。

⑦ 授業時間が少ない と思 う。授 業で不足 する結核 の

患者管理の実際 について,保 健所実習で担当者か ら

具体的 な話 を聞かせ るようにしているが,十 分 とは

い えない状況である(養 成所)。

(2)地 域実習での問題

① 現場では学生が対応できる適当な対象者が少ない

(大学)。

② 結核の保健指導がで きる保健婦が少な くなって き

てい る(大 学)。

③ 保健所実習で はケ ースが少 な くあ ま り意識づ けは

で きない(短 期大学)。

④ 結核管理状況,発 生時 の対応,指 導のあ り方 につ

いて現場 か ら指導 を受 け,対 象がいれ ば訪問 させて

いる(大 学)。

⑤ 限 られた期 間で適 当なケースが得難い(短 期大学)。

(3)現 場 での対応

① 来年度か ら公衆衛生分野 に詳 しく,か つ実際 の現

場 で活動 している専任 の医師に科 目ご と依頼す る方

向である。ただ し,保 健指導 は保健婦 の視点が必要

となって くるので,そ の部分 もカバ ーで きるような

指導が可能な ように配慮 している。

② 授 業は結核研 究所 の元職員(医 師)に 依頼 してい

る(短 期大 学)。

③ 近年のニーズの多様化 で多 くの時間は取れないが,

「感染症保健指導論」 として科 目を取 り上 げ,そ の

重要性 について強調 している(養 成所)。

(4)指 導者(教 員)の 問題

① 教育機関の教員 にな ると研 修対象外 とな り,最 新

の知識.技 術の修得は各人の努力 となる。 これにつ

いて も保健指導技術者養成者の教育 と視 点で検討 し

て ほ しい。

② 結核も含めた感染症保健指導の指導者(教 員)の

卒後教育が必要(大 学)。

③ 教官 自身が結核対策の経験の なさか ら非常 に大 き

な問題 を感 じてい る。学生 にもその問題意識が少 な

く教育 の責任 を感 じてい る(大 学)。

④ そのような活動が学会の 中で もなされ ることを期

待 している(大 学)。

(5)結 核教育へ の提言

① 臨床看護実習で病院における感染症対策の教育が

必要(大 学)。

② 地域看護学の授業で明確に位置づけて教授すべき

(大学)。

③ 感染症対策 な どに関す る科 目として,保 健婦受験

資格 カ リキュラムの中に明確 に実習 内容.学 習 内容

を提示 する必要 を感 じている(短 期大学)。

④ 地域 における結核対策 のみな らず学校 における結

核検診 のあ り方について も学 ばせ るこ とが必要(短

期大学)。

⑤ 感染 源.感 染経路.宿 主の3つ の要素 か ら,し っ

か り結核予 防対 策について学 ばせ るこ とが必要(養

成所)。

⑥ 看 護基礎教 育の中で,結 核 に関する基礎知識(疾

病.患 者看護 に関する事等)を もっ と学 ぶ時間が必

要(養 成所)。

⑦ 看護学校 ではほ とん ど習って きていない。保健婦

の教 育では必須で,こ れ まで と同様 あるいは強化 し
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た教育が必要 だと思 ってい る(養 成所)。

(6)そ の 他

① 実態調査実施要領の趣 旨に記 されてい ることは全

く同感(大 学,養 成所)。

② 日本結核病学会保健看護部会に大 きな期待 を持っ

てい る(大 学)。

③ 特 に結核 をクローズ アップした取 り上げ方でな く,

感染症疾病 として慢性経過 をた どる疾 患の1つ とし

て,そ の経過,ど んな ことが問題 となっているか,

感染防止方法,今 後の課題等,教 育 されれば よいの

ではないか?(大 学)

④ 保 健婦教 育 として教 育 されている学校 には回答 し

やすい と思 うが,大 学 のよ うに統合 カ リキュラムで

各科 目に分 散 して教 育 している学校 では回答 し難 い

(大学)。

お わ り に

平成8年 度に改 正 された国の保健婦基礎教 育カ リキュ

ラムで,結 核保健 指導 に関するカ リキュラムは各校 の裁

量 に任 され,大 幅に時間数が減少 している とい う情報 は

今 回の調査 でその裏づ けが取 れた形 となった。カ リキュ

ラムの改正 は授業 時間が減少 しただけでな く,看 護基礎

教 育や保健婦教育 に必要 な基礎知識 を学習 し得 ていない

とい うことで,十 分 な保健指導 のための教育 がで きない

実態 も明 らか となった。地域実習 においては,学 生が 出

会 う結核患者 の減少 と実習時 間の減少 で,結 核保健指導

体験 が難 しくなって きている。また,指 導 に当たる教員

や現場保健婦 の力量 の低下等問題が 出て きた。今後,こ

の調査結果 を もとに早急 に取 り組 まなければならない課

題 をま とめ,関 係機 関と協力 して,改 善 に向 けて努力 を

してい く必要性が あると考 える。

5.追 加発言 ―保健婦の結核対策再教育の現状―

結核研究所 小林 典子

今 回の ミニシンポジウムの演者 について,数 人の保健

所保健婦 に依頼 したところ,本 人の了解 はす ぐに得 られ

たのだが,上 司や本庁の段階で許可 を得ることができず,

残念 なが ら保健所保健婦の発表 は実現 しなか った。 しか

し,結 核研究所の保健婦研修で は 「院内集団感染事例の

対応」 についての相談が年々増加 して きている。病院の

看護婦が結核患者 として届け出があ ったにもかかわらず,

患者面接 と情報収集のための病院訪問が省略 されていた

り,職 員の接触者検診 を病院 に任せっ きりであった り,

また,接 触者検診の必要性や計画な どが十分に説明 され

なか ったため に,継 続 した検診が実施 されなかった りな

ど,保 健所の初期介入の時期.方 法に問題がある事例 が

見 られる。普段 か ら医療機 関 と保健所 が相互に信頼 関係

を築いていれば,も っ とスムーズに対応 がで きるのでは

ないか と思われる事例 が少 な くない。

そ こで,保 健所 と医療機 関の連携 を もとに結核対策 を

進めている保健所 を紹介 する。東京都清瀬市 を管轄す る

多摩東村 山保健所 では,各 機 関が 情報 を共有 し,専 門技

術 を高め合 い,チ ームケアーが 円滑 に推進 で きるため に

と,平 成6年 度 か ら 「結核看護 関係者連絡会議」 を継続

して い る。 これ を参考 に,静 岡県 で は平成11年1月

「結核 チームケアー検討会」が 発足 した。2カ 所 の 指定

医療機 関 と4保 健所 の看護職が集 ま り,年4回 開催す る

こ とになっている。検討会 の主 な 目的 は,① 多剤耐性結

核,住 所不定者 の結核.在 日外 国人の結核.合 併症 を持

つ結核.治 療放置患者な ど対応困難な事例に対 し,医 療

機関 と保健所が連携 を強化 してチーム として対応 を検討

してい く。② 結核 の集団感染 に対 して,広 域 的に対応 で

きる よう,情 報交換 の場 とする。③ 結核専 門医の減少等

で身近に相談で きる機 関が少ないので,結 核 医療従事者

の相談の場 とする とともに,結 核従事者 自身が資 質の向

上の機会 とする。発足 にあたって,会 が形骸化 しないた

めに事例検討 を中心 に と話 し合 われた。この ような会 を

通 してお互いの信頼 関係 がは ぐくまれた病 院 と保健所 の

情 報交換 は,結 核対策 に的確 で迅速 な対応 が実践 で きる

のではないか と思 われる。

さらに研修 では,喀 痰塗抹 陽性患者 につ いて2週 間以

内に患者本 人に面接 を し,保 健指導 と接触者検診 のため

の情報収集 が重要 である と強調 している。現在,菌 陽性

患者 の約80%は 治療 開始 時 に入 院 してい るので,保 健

婦 は病 院に出向 いて患者 と面接 をす ることになるが,そ

の患者本人 の面接率 は年 々増加 してい る(図)。 感染 防

止 に対す る十分 な知識 と技術が必要であ るため,研 修 で

はN-95マ スク着用 につい て フ ィッ トテ ス ト自習 を含

め てい る。 また,「 保健婦 自身の感染防止」,「患 者へ の

初 回面接」,「接触者検診」,「服 薬指 導」 等 を紹 介 した

「結核の保健指導教材 ビデオ」 を制作 し,結 核 専 門保 健

婦の育成 を目指 してい る(結 核研 究所研 修部保健看護学

科で は 「人が人 を治す」一 結核 の保健指導 一,ビ デ オ

27分,日 本語版,英 語版の貸 し出 しをしている)。
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図 初回保健指導時本人面接の割合(全 国コホート観察調査から)
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